
自転車保険には

必ず入ろう！！

ヘ ル メ ッ ト も

忘れずに！！

「自転車安全利用五則」を

守りましょう！！

自転車安全利用五則

① 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

② 交差点では信号と
一時停止を守って、安全確認

③ 夜間はライトを点灯

④ 飲酒運転は禁止

⑤ ヘルメットを着用
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